	緑化計画相談票

	対象
	住居表示
	目黒区
	相談番号
（区記入欄）
	

	
	施設の名称
	
	
	

	相談者　者
	法人名
	

	
	氏名
	

	
	連絡先
	電話番号
	
	メールアドレス
	

	計　画　概　要
	届出内容
	❏開発行為
	❏建築確認申請
	❏計画通知
	❏駐車場設置
	❏その他（　　　　　　　　　）

	
	届出時期
	❏確認申請等届出予定（　　　　年　　　　月頃）
	❏不明・未定

	
	提出区分
	❏公共施設　❏民間施設
	❏新築　❏新築（仮設）❏増改築　❏用途変更　❏新設　❏改修　❏その他（　　　）

	
	建築物等の種類
	❏専用住宅　❏長屋等　❏共同住宅　❏事務所　❏店舗　❏駐車場　❏その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	
	建築物区分
	❏該当なし　　　　❏未定
	

	
	
	❏総合設計制度（建基法§59の2）
	❏一団地認定（建基法§86・§86の2）
	❏特定街区（都計法§8-1④）

	
	
	❏再開発地区計画（都計法§12の5-3）
	❏高度地区または高度利用地区（都計法§8-1③）　❏その他

	
	建築面積
	㎡
	❏提供公園等
	㎡
	区への相談等
	

	
	助成制度
	❏受けたい　　　　❏受けない　　　　❏不明
	
	

	
	用途地域ごとの敷地面積と建蔽率
(法定建蔽率緩和後)
	❏第１種低層住居専用
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏第１種中高層住居専用
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏第２種中高層住居専用
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏第１種住居
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏第２種住居
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏準工業
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏近隣商業
	㎡
	％
	
	

	
	
	❏商業
	㎡
	％
	
	

	
	
	合計敷地面積
	㎡
	
	
	

	緑化計画の事前協議の記録

	[bookmark: _Hlk222488951]（相談日）
（相談者）
（区対応者）
	相談項目
	１
	概要説明
	２
	土地の概要
	３
	建築物の概要
	４
	既存樹木
	５
	接道部緑化
	６
	敷地の緑化

	
	
	７
	建築物の緑化
	８
	中高木本数
	９
	規制等による設置義務施設
	10
	その他

	年　　月　　日
	１
	緑化基準及び手続きの方法について概要説明をした。　　（冊子渡し：❏有　　❏無）

	(　　　　　)
	２
	敷地の特殊形状　❏無　❏有：❏旗竿地形 ❏道路と高低差がある ❏坂や階段に接道 ❏その他（　　　　　　　）

	区(　　　　)
	４
	既存樹木等の確認　❏未確認　❏有　❏無：❏土地取引 ❏保全協議終了 ❏他（　　　　　　　　　　　　　　）〕

	
	
	├保存樹木等の指定状況の確認　❏不明　❏無　❏有（　　　　　本・件、所有者番号　　　　　　　　　　　）

	
	
	└樹木等の保全の協議終了確認　❏未了　❏不要　❏終了（　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号決定）

	
	
	既存樹木等の保全等：❏緑化計画内保全協議（　　　年　　月　　日立会い予定）　❏面積緩和　❏本数緩和

	
	５
	接道部緑化：❏控除　❏緩和　❏フェンス使用　❏ショーウィンドウ　❏車路（　　　　ｍ）

	
	
	

	
	６
	敷地の緑化：使用式　❏➊　❏➋（❏5000㎡未満　　❏5000㎡以上)　❏➌　　　❏未定　❏振替　❏控除　❏緩和

	
	
	

	
	３７
	建築物の緑化：使用式　❏一般（0.2～0.25）❏総合設計制度等（0.3～0.35) ❏未定　❏振替　❏控除　❏緩和

	
	
	

	
	８
	中高木本数：

	
	９
	規制等による設置義務施設：❏避難通路・窓先空地　　❏環境空地・公開広場・歩道状空地等

	
	
	❏駐車場・駐輪場・荷捌きスペース等　　❏雨水流出抑制施設　　❏ゴミ集積場

	
	10
	計画添付資料：❏理由書　❏カタログ（❏フェンス等　❏緑化ブロック　❏屋上・壁面緑化） ❏年間管理計画書

	
	
	❏緑化相談受付カード交付（平成　　年　　月　　日付交付　交付者：　　　　　　　）

	
	
	その他：
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